
支出負担行為担当官

防衛省防衛監察本部

副監察監　　田部井　貞明

　下記により入札を実施するので参加されたい。

　なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和６年度本予算が成立し、予算示達がなされること

を条件とするものである。

１ 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））対象案件）

２ 入札に付する事項

（１） 調達要求番号 監－Ｄ－００１

（２） 件　　　名 物品輸送役務（宅配）（単価契約）

（３） 内　　　容 仕様書のとおり

（４） 履行場所 仕様書のとおり

（５） 履行期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日

３ 入札日時 令和６年　１月３１日（水）１４：００

４ 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎Ｄ棟６階　第３会議室

５ 参加資格 （１） 　 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は

被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、本条中、特別の理由がある場合に

該当する。

（２） 　 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３） 　 令和４・５・６年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格） 「役務の提供等」のＤ等級以上に格付け

され、関東・甲信越地方の競争参加資格を有する者であること。

（４） 　 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止等の措置を

受けている期間中の者でないこと。

（５） 　前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と

同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

（６） 　労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。

６ 入札方法 　 入札書には、当省が提示する宅配地域におけるサイズのそれぞれに対する入札単価を明記すること

とし、落札決定は、当該入札単価と発注予定数量を乗じた総価で行う。但し、契約は各入札単価による

単価契約とする。

　 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、 その端数全額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするの

 で、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額

 の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

７ 入札保証金及び契約保証金 免除

８ 入札の無効  　５の参加資格のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。

９ 契約書等作成の要否 要

１０ 適用する契約条項 役務等契約条項

談合等の不正行為に関する特約条項

暴力団排除に関する特約条項

１１ その他

（１） 　 入札参加希望者は、資格決定通知書（全省庁統一資格）の写しを事前に提出すること。

提出期限：令和6年1月31日（水）13:00

（２） 　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を

防衛省が認めた場合には、この限りではない。

（３） 　契約締結日までに令和６年度予算（暫定予算を含む。）が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した

日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。

（４） 　 郵便等による入札参加は、予め担当者に連絡の上、令和6年1月31日（水）13:00までに担当者必着分を有効とする。なお、

郵便等による入札で開札に立ち会わない場合において、再度入札の入札書の提出がない場合は、入札を辞退したものとする。

（5） 　代理人が開札に立ち会う場合、入札時に委任状を提出すること。

（6） 　本件は、政府電子調達システム（GEPS）を利用する案件である。なお、電子入札・開札システムの障害により、入札取りやめ、

本公告が変更となる場合がある。

≪電子入札による入札書受付期間≫

　公告日から令和6年1月31日（水）13:00まで（行政機関の休日を除く）。

　また、電子入札・開札システムにより難い場合は、紙による入札方式に代えるものとする。

（７） 　資格決定通知書の写しの提出、その他の本契約に関する本書記載事項の詳細についての問い合わせ

防衛監察本部総務課　担当：会計係　市川　　電話番号　03-3268-3111（内線33043）

公　　　　　告

記

公 告 第 １ 号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日



 

仕様書 

件 
名 

物品輸送役務（宅配）（単価契約） 
 

作成年月日 令和５年１２月１８日 

作成課 防衛監察本部統括監察官 

１． 総則 
この仕様書は、国内において実施する防衛監察本部の物品輸送役務に関して適用

する。 
２． 要領 
（１）契約相手方（以下「乙」という。）は、防衛監察本部（以下「甲」という。）（防

衛省市ヶ谷庁舎 D 棟６Ｆ）から別紙に示す地域区分において甲が指定する場所ま
で及び別紙に示す地域区分において甲が指定する場所から甲まで、遅滞なく安全
に荷物を輸送するものとする。 

（２）甲が必要と認める場合には、乙は荷物の引取りから配達までの輸送に係る各 
過程の記録を提出しなければならない。 

（３）離島にかかる輸送について、細部は甲乙協議するものとする。 
（４）乙は甲に、輸送ができない物品又は輸送が遅延する物品、地域について、契約

後及び、それから変更があった時点で速やかに、書面（様式任意）にて通知する
ものとする。 

３． 重量区分等 
区分 縦・横・高さの計 重量 

６０サイズ ６０㎝まで ２ｋｇ 
８０サイズ ８０㎝まで ５ｋｇ 
１００サイズ １００㎝まで １０ｋｇ 
１２０サイズ １２０㎝まで １５ｋｇ 
１４０サイズ １４０㎝まで ２０ｋｇ 
１６０サイズ １６０㎝まで ２５ｋｇ 

   ※上記に該当する規格（区分、縦・横・高さの計、重量）の設定がない場合は、 
直近上位又は下位のサイズを適用するものとする。 

４． 輸送役務予定数量 
輸送役務予定数量は別紙のとおりとする。 
なお、数量はあくまでも予定であり、当該数量を保証するものではない。そのた

め、予定数量に満たない場合であっても異議を申し立てないこと。 

５． 輸送伝票 
乙は、受取人及び差出人の名称等が印字されたものを必要に応じ無償で提供する 

こと。 



 

６．輸送役務に関する条件 
（１）乙は、日本全国、発送を依頼した翌々日以降の甲が指定する日時までに輸送を

完了すること。 
ただし、乙は、離島への輸送、航空機内への持ち込みが制限される物品の輸送

等において、これにより難い場合は、速やかに甲と協議の上、輸送を完了できる
日時を決めるものとする。 

（２）乙は、本輸送役務の履行に関して知り得た事項を漏らしてはならない。また、 
契約終了後も同様とするものとし、他の目的に使用してはならない。                   

（３）乙は、損害を賠償する能力を有すること。 
（４）乙は、甲が指定した日時に集荷できること。  

ただし、乙は、これにより難い場合は、速やかに甲と協議の上、集荷日時を決め
るものとする。 

７． 履行期間 
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

８． 輸送実績の提出 
毎月末日までの輸送実績（依頼・発送年月日、配達先・配達元市区町村、荷物の

サイズ（大きさ・重さ）、個数、運賃、運送・配達伝票番号）について請求の際に添
付すること（請求書に記載することも可）とし、支出負担行為担当官補助者が検査
するものとする。 

９． その他 
（１） 乙は契約締結後、輸送を担当する本店・支店・営業所等の集荷エリアを甲へ通 

知するものとする。 
（２） 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は 

改廃その他著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと 
認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができ 
る。 

（３） 乙の運送責任は、この契約その他双方合意による特約を除き、国土交通大臣の
認可を受ける運送約款の定めるところによる。 

（４） この仕様書に記載されていない事項その他疑義が生じた場合には、乙は甲と協 
議しその指示に従うものとする。 



合計

60 80 100 120 140 160 合計/個数 60 80 100 120 140 160 合計/個数 合計/個数

北海道 1 1 1 1 35 1 40 1 1 1 1 35 1 40 80

青森 1 1 1 1 10 1 15 1 1 1 1 10 1 15 30

岩手 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

宮城 1 1 1 1 15 1 20 1 1 1 1 15 1 20 40

秋田 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

山形 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

福島 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

茨城 1 1 1 1 20 1 25 1 1 1 1 20 1 25 50

栃木 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

群馬 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

埼玉 1 1 1 1 40 1 45 1 1 1 1 40 1 45 90

千葉 1 1 1 1 20 1 25 1 1 1 1 20 1 25 50

東京 1 1 1 1 45 1 50 1 1 1 1 45 1 50 100

神奈川 1 1 1 1 20 1 25 1 1 1 1 20 1 25 50

新潟 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

富山 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

石川 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

福井 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

山梨 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

長野 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

岐阜 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

静岡 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

愛知 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

三重 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

滋賀 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

京都 1 1 1 1 10 1 15 1 1 1 1 10 1 15 30

大阪 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

兵庫 1 1 1 1 25 1 30 1 1 1 1 25 1 30 60

奈良 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

和歌山 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

鳥取 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

島根 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

岡山 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

広島 1 1 1 1 20 1 25 1 1 1 1 20 1 25 50

山口 1 1 1 1 10 1 15 1 1 1 1 10 1 15 30

徳島 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

香川 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

愛媛 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

高知 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

福岡 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

佐賀 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

長崎 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

熊本 1 1 1 1 15 1 20 1 1 1 1 15 1 20 40

大分 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

宮崎 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

鹿児島 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

沖縄 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

合　計 47 47 47 47 319 47 554 47 47 47 47 319 47 554 1,108

※沖縄は船便とする

別　紙

都道府県
サイズ（個数）/元払い サイズ（個数）/着払い


